
 

声帯瘢痕診断基準  （2024 年 11 月作成） 

 

１． 定義：声帯粘膜の線維性変化により粘膜振動が障害された状態を声帯瘢痕と定義する。 

 

２． 診断基準 

⚫ 喉頭ストロボスコピー検査で声帯振動の減弱もしくは消失を認める。 

⚫ 他の器質的および機能的疾患が否定されている。 

＊声帯瘢痕をきたしうる既往（炎症、外傷、音声外科手術など）がない場合を特発性とする。 

 

３．分類 

ALA（American Laryngological Association）および ELS（European Laryngological Society）の提

言に従い、下記の５通りに分類する。 

   

Type I 粘膜固有層の萎縮（上皮の変化の有無は問わない） 

a：片側性 

b：両側性 

Type II 上皮、粘膜固有層、筋肉の障害 

a：片側性 

b：両側性 

Type III 前交連にかかる病変 

Type IV 広範にわたる病変で声帯隆起の著明な減量を伴うもの 

a：片側または両側のカバーおよびボディを含む病変で、後方狭窄および片側または両

側の固定を伴う 

b：声門上および/または声門下狭窄を伴う 

 

出典：Hantzakos A, Dikkers FG, Giovanni A, Benninger MS, Remacle M, Sjögren EV, Woo P. Vocal 

fold scars: a common classification proposal by the American Laryngological Association and 

European Laryngological Society. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019;276(8):2289-2292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．重症度分類 

声帯の物理的障害の程度として振動性を指標として原則下記のとおりとする。 

Grade 1（軽症） 声帯粘膜振動の軽度減弱 

Grade 2（中等症） 声帯粘膜振動の中等度減弱 

Grade 3（重症） 声帯粘膜振動の高度減弱/消失 

＊ただし、VHI（VHI-10）, GRBAS 尺度の程度も考慮する。 
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